
環境配慮事項に関する仕様書 

 

 

・「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取

り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守すること。 

・市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 

・業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運

搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めるこ

と。 

・業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理に

あたっては、関連法令を遵守し、適正に処理すること。 


